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（２）-①指定特
定相談支援事業

（２）-②障害福
祉サービス事業

２０２2年度　　事業報告書

2022年　4月　1日から　2023年　3月31日まで

特定非営利活動法人ＶＩＶＩＤ

１　事業の成果

0

　障がいがある人もない人も、お互いの人格と個性を尊重し、相互に助け合える社会を共につくっていくという当法人の理念を
常に確認しながら、福祉事業者としての社会的役割を果たすべく事業を行った。
1.就労継続支援B型事業所「フレッシュスタート目白（以下フレスタ）」と指定特定相談支援事業「高次脳機能障害相談支援
VIVID（以下相談支援VIVID）」を事業の柱とし活動を行った。利用者の生活課題は多岐にわたり、両事業所の連携によって課題
への対応を充実させた。
2.フレスタでは、利用者の希望や強みを生かした作業を構築し、主体性を引き出す努力などで通所への意欲を持てるようにし
た。訪問看護による医療連携で利用者自身が体調管理に関心を持ているようにした。社会福祉士実習生の受け入れを行うなど、
社会的役割を果たした。
3.会議、研修、毎日の振り返りなどを通して、チーム力の向上、支援力の向上に努めた。

２　事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係る事業

事業名 事業内容

都民年間 都内 5人/年
(1) 高次脳機能
障がい者支援事
業

電話等で寄せられる相談に対応し、各機関
等につなげた。

1,336

就労継続支援B型事業所事業を実施。高次脳
機能障害のある人を中心に、知的・精神・
身体の障害者を通所利用者として受け入れ
ている。
年間のべ利用者数3,515人、年度末登録人数
26人。給付費等は35,009千円。補助金等は
10,312千円。
就労支援事業の収入は、リユースショップ
の運営、新宿区の地域緑化推進事業の作業
の受託が中心で、その他の収入と併せ、
7,454千円。これら事業の収益を工賃に充当
し、給付の基本報酬の算定区分に影響する
平均工賃月額のランクを維持することがで
きた。

月曜～金曜
10：00～
15：30

事業所 30人/週

延べ利用
者数

3,515人
登録者数
26人

44,757

障がい者のサービス利用計画作成、継続支
援を計画的に実施した。
期首利用者数18人、期末利用者数19人（内
高次脳機能障がい者 17人）。給付費は
998,340円。

月・火・木・
金曜11：30～

15：30
利用者都合に
よりその他の

時間

事業所他 1人/日
契約者数
19人

 （２）その他の事業

事業名

無し

事業内容


